


(2) 相談窓口

JALグルー プ社員、 サプライヤ ー、 お客さまを対象とした相談窓口をそれぞれ設け、 人権へ

の負の影響を与える行為について、 社員、 サプライヤ ーの従業員、 お客さまから相談あるい

は通報を受けるための体制の整備を図ります。

(3) 是正および救済

自らの事業活動が人権に対する負の影響を引き起こした、 または負の影蓉を助長したことが

明らかになった場合には、 適切な是正措置および救済措置を講じます。 また、 人権への負の

影響に直接関係していない場合でも、 自らの事業またはサー ビスを通じて、 ビジネスパー ト

ナーおよびその他の関係者が人権への負の影響と関係している場合、 当該関係者に対し、 是

正措置を講じるように働きかけていきます。

(4)情報開示

一連の人権を尊重するため に講じた取り組みの内容について、 開示します。

(5) 教育・研修

JALグルー プのすべての役員・社員に対して、 適切な教育・研修を行います。

＜社会との対話＞

4. この人権方針については、 JALグルー プのすべての役員・社員に対して周知されるのみなら

ず、 広く社会にもこれを公開します。

また、 JALグルー プは、 この方針に基づく人権尊重の取り組みに関して、 継続的に社内外の

ステ ー クホルダーと対話します。
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代表取締役社長 赤坂祐二

本方針は、 取締役会の承認を得ております。
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